














要約  北海道深川保健所では、平成 8年 5月の厚生省通知「母子保健計画の策定について」

を受けて、管内市町村に対し、母子保健計画策定の支援を行った。 7 月に保健所として

の方針とスケジュールを示し、隔月に担当者の会議を開催して、進捗状況の確認を行うこ

ととした。方針としては、目標設定型の計画とすること、ヘルスプロモーションの理念に

従って住民参加と他部局への働きかけを行うことを示した。 当初、市町村の担当者には

戸惑いが大きかったが、ひとつの町が保健所の方針に従って作業を始めたことがきっかけ

となり、 また保健所が開催した定例の会議の中で各市町村が策定作業の進捗状況を確認

しあうことが刺激となり、 当初の予定より 1か月程度遅れはしたが、平成 9年 2月現在、

策定作業はほぼ順調に進んでいる。策定のプロセスにおいて、 保健所か果たした役割と

しては、定例の会議を開催することによって、各市町村か自分たちの動きを客観的に捕ら

えることができたこと、健診に対する小児料専門医の派遺などについて、関係各機関の調

整を図ったこと、計画書素案に関する個別の協議にあたって、 目標設定型の計画に修正

するよう、具体的な助言を行ったことなどが上げられる。


